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担当部署: 健康福祉部 子育て支援課  

処分の概要 公私連携保育法人の指定の取消し 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第56条の8第11項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第56条の8第10項及び第11項の規定による。 

第56条の8  

10 市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて保育等を行つていないと認

めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することがで

きる。 

11 市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないとき

は、指定を取り消すことができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成 27 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 


